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 認定申請された計画が次の認定基準のいずれにも適合するものであること。 
 １ 林業労働力の確保の促進に関する法律（以下「法」という。）第５条第２項第１号から第３号までに掲げる事項が基本計画に照ら
して適切なものであること。 

 ２ 法第５条第２項第２号から第４号までに掲げる事項が法第５条第２項第１号に掲げる目標を確実に達成するために適切なもので
あること。 

 ３ 林業労働力確保支援センターが法第１３条第１項の規定により林業労働者の募集に従事しようとする場合にあっては、法第５条
第２項第５号に掲げる事項が適切であり、かつ、林業労働者の利益に反しないものであること。 

 ４ その他、林業労働力の確保の促進に関する法律施行令で定める基準に適合するものであると認められること。 
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